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　人権推進課　人権教育室　☎ ６９‐２１５０　Fax ６３‐４５５４問

7 825 22木 木 6

もっとゆたかに

　自分のスケジュールに合わせて勉強できます。1.5時
間×25回のコースです。
場 多文化共生センター
内 あいさつなど簡単な日常会話、ひらがな、カタカナ
対  甲賀市在住・在勤の１６歳以上の方で、はじめて日本

語を勉強する方
費 ３，０００円（教材費）
方  甲賀市多文化共生センター窓口（申し込み時に日本

語のレベルチェックを行います。）
申問 （一社）甲賀市国際交流協会

☎ ６３‐８７２８　Fax ７０‐６４６８
mifa@mx.biwa.ne.jp

はじめてのにほんご
お知らせ

診療日 ７月7・14・15・21・28日
診療時間（受付８時４５分～１５時３０分）

◦午前診療　９時～１２時３０分
◦午後診療　１３時３０分～１６時

診療科目 内科
運営 医療法人メディカル甲賀
問 みなくち診療所（診療時間内のみ）

☎ ６２‐３３４６　Fax ６３‐１７２８
医療政策室　
☎ ６９‐２１７１　Fax ６３‐４０８５

みなくち診療所で休日に
診療を行っていますお知らせ

告示日 １０月１３日（日）
執行予定日 １０月２０日（日）
　説明会では、立候補に必要な書類等も配布しますの
で、立候補あるいは立候補者を推薦しようとお考えの方
は、必ず出席していただきますようお願いします。
※１候補者につき、３人以内の出席でお願いします。
時 ８月８日（木）１４時～
場 まるーむ　２階　多目的室
問 選挙管理委員会事務局

☎ ６９‐２２６０　Fax ６３‐４０８６

甲賀市長選挙・甲賀市議会議員補欠
選挙立候補予定者説明会を開催しますお知らせ

　電気などの子メーターとは、貸しビル・アパート等で
一括して供給事業者に支払った料金を各テナント等の
電気などの使用量に応じて配分するために用いるメー
ターのことです。
　この子メーターは、計量法に基づき検定を受けたも
の及び基準適合品以外の使用が禁止されており、有効
期間も定められています。
　検定や基準適合検査を受けた有効期間内のメーター
であるかを確認しましょう。
問 滋賀県計量検定所　☎ 077-563-3145

電気・水道・ガスなどの子メーターの
有効期間を確認しましょう!!お知らせ

時 火曜～金曜日　１６時～１８時
場 多文化共生センター
対 外国につながりのある小学生・中学生
定 10人程度
費 無料　

申問 （一社）甲賀市国際交流協会
☎ 63‐8728

mifa@mx.biwa.ne.jp

放課後学習支援教室
「しゅくだいしよう」7月スタート！お知らせ

7月の延長窓口
（毎週火曜日19時まで）

2日、9日、16日、
23日、30日です。

毎週火曜日は、市役所市民課で
戸籍・住民票・税証明などの証
明書発行、印鑑登録を19時まで
行っています。
※マイナンバーカードに関する手続

きおよび住民異動（転入・転居・転
出等）はお取り扱いできませんの
でご了承ください。

市民課 
☎ 69-2138 Fax 65-6338

問

マイナンバーカードで各種証明
書がコンビニ及びオンラインで
取得できます。

（詳しくは下記QRコードへ）

納期限は
7月３1日（水）です

◦固定資産税（２期）
◦国民健康保険税（２期）
◦利用者負担額（保育料、幼稚園・

保育園給食費）
◦介護保険料（２期）
◦後期高齢者医療保険料
◦公共下水道使用料・農業集落排

水施設使用料

納付には、便利な「口座振替」
をご利用ください。

今月の納税

▲コンビニ交付 ▲オンライン交付

　甲賀地域包括支援センターの事業運営を令和6年7
月から「甲賀市社会福祉協議会」に委託します。高齢者
の各種相談は、今までと変更なく行います。
問 長寿福祉課　地域包括支援室

☎ ６９‐２１７５　Fax ６３‐４０８５

令和6年7月から甲賀地域包括支援
センター運営が変わりますお知らせ

　水口幼稚園は、子どもにとって一番良いことをしよう
と環境を整え、保育をしています。そんな水口幼稚園の
魅力を体験し、知っていただく広場です。親子でぜひ遊
びに来てください。
※２０２５年度の願書配布開始は７月１日からです。
対 未就園児とその保護者
内 遊びとおやつ、子育て支援
費 １保育期　１，５００円
問 申 認定こども園水口幼稚園

☎ ６２‐０３２９
youchien@minakuchi.jp

▲HP▲Instagram

つくし親子ひろばで遊ぼう！
学校法人近江聖書学園 認定こども園 水口幼稚園催  し

　 日時　　 期間　　 場所　　 内容　　 対象　　 条件　　資格　　 定員　　 費用　　 料金　　 持ち物　　 講師
　 申込方法　　 申込締切　　 申込み　　 問合せ　　 電話　　 Fax　　 メール　　 ホームページ　　その他
時 期 場 内 対 条 資 定 費 料 持 講

申方 締 問 Fax☎ HP 他

　次代を担う青少年の育成は、社会全体で取り組むべき課題であり、
青少年の非行・被害について理解と関心を深めるために、学校が夏休
みに入る７月を「青少年の非行・被害防止全国強調月間」とし、国民運
動が展開されています。
　青少年の非行については、詳細な報道が繰り返されることにより、
増加傾向にあると思う方がおられるかもしれませんが、近年、刑法犯
少年の検挙人員は減少しています。しかし、人口比では依然として成
人より高い水準にあり、関係機関・団体等が連携して非行防止に取り
組まなければなりません。
　一方、青少年の被害については、ＳＮＳで知り合った人にだまされた
り、脅されたりするなどの件数が高い水準で推移しており、深刻な状
況にあります。また、青少年のＳＮＳ等を利用する時間が増える傾向に
あり、犯罪に巻き込まれる機会の増加が懸念されています。
　このような青少年を標的にした犯罪の加害者は、大半が「おとな」で
あり、「ＪＫビジネス」や「薬物乱用」等により大きな利益を得ています。
近年では、現金を受け取る役割の「受け子」として青少年が特殊詐欺に
加担している例が多く見られ、「おとな」が青少年を犯罪に誘い込み、
被害を与えているのが実情です。
　昨年４月に施行された『こども基本法』の主な理念の一つに、「こど
もの最善の利益が優先されること」があります。
　まずは、わたしたち「おとな」が青少年
の非行・被害を青少年の問題と片付け
ず、「こどもの最善の利益とは何か」と問
いながら関心を持ち続けることが大切
です。

～人権保障のとりくみ～
青少年の非行・被害防止の鍵を握るのは

「おとな」です
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